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改正（令和 ６年 ３月２９日付け、林第７６３号） 

 

第１ 趣 旨 

   この基準は、一般社団法人岡山県木材組合連合会（以下「県木連」という。）が、お

かやまの木で家づくり支援事業実施要領（平成31年３月22日付け林第845号）に基づき、

県内において県産森林認証材を使用した木造住宅・民間非住宅建築物の新築及び既存

住宅の改修をする者に対し、材料費の一部を助成するために必要な事項について定め

る。 

 

第２ 定 義 

 １ この基準において「県産森林認証材」とは、岡山県木材業者、製材業者及び木材チ

ップ業者登録条例（昭和32年岡山県条例第21号）第３条の登録を受けている製材業者

が、25％以下の含水率に至るまで乾燥させた製材品（以下「県産乾燥材」という。）

であって、第三者機関の認証を受けた県内の森林管理認証（ＦＭ認証）森林から生産

された原木（森林認証材）を使用したものをいう。（なお、皮剥等の加工丸太及び同

条の登録を受けている製材業者が製材したラミナを活用した集成材・ＣＬＴを含む。） 

ただし、県内に加工業者がない（構造用合板工場等）製品については、県内産の森

林認証材を第三者機関が認証（ＣｏＣ認証）する県外の業者によって加工される場合

を含む。 

２ この基準において「ＪＡＳ製品」とは、日本農林規格等に関する法律（昭和25年法

律第175号）による格付けが行われた製材品をいう。 

 ３ この基準において、「新築」とは、次のものをいう。 

 （１）建築物のない土地に新たに建築物を建築すること。 

 （２）同一敷地内で既存建築物と別棟で新たに建築物を建築すること。 

（３）同一敷地内で既存住宅に接して、別世帯の住宅を建て増しすること。（増築）・・

・別表１のとおり 

（４）同一敷地内で既存非住宅に接して、住宅又は非住宅を建て増しすること。（増築） 

   ・・・別表１のとおり 

（５）建築物の全部を除去し、建て替えることを含む。（改築） 

４ この基準において「改修」とは、次のものをいう。 

（１）同一敷地内で既存住宅に接して、同一世帯の住宅又は非住宅を建て増しすること。 

   （増築）・・・別表１のとおり 

（２）既存住宅の一部を除去し、建て替えること。（改築） 

（３）経年劣化した住宅の部分を原状回復すること。（修繕） 

（４）住宅の構造等の同一性を損なわない範囲で改造し、性能を向上させることを含む。

（模様替え） 

 

 

 



第３ 助成金の交付対象者 

   助成金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれかに該当する住宅・民間非住宅

建築物を供給する施工業者（大工・工務店等）で、県産材利用促進のための普及啓発

に協力できる者とする。 

（１）県内において新築される木造住宅で、次に掲げる全てに該当するものとする。 

   ア 建築主が居住するために新築する一戸建て木造住宅（台所、便所、浴室があり、

独立した生活を営むことができること。建売住宅を含む。ただし、増築の場合は、

新築部分に台所、便所、浴室があり、独立した生活を営むことができること。） 

   イ 第４の（１）に定める主要構造部材に県産森林認証材を４㎥以上使用する住宅 

ウ 建築主と請負契約を締結した住宅（建売住宅の場合は、購入者と売買契約を締

結した住宅） 

エ 別に定める日までに、助成対象とする部材（仕口等加工された状態をいう。）

の工事施工地への納材が完了する住宅 

（２）県内において新築される木造民間非住宅で、次に掲げる全てに該当するものとす

る。 

   ア 建築主が居住以外の用途に供するために建築される木造民間非住宅（建売木造

民間非住宅を含む。） 

   イ 第４の（１）に定める主要構造部材に県産森林認証材を４㎥以上使用する民間

非住宅 

ウ 建築主と請負契約を締結した民間非住宅（建売の場合は、購入者と売買契約を

締結した民間非住宅） 

   エ 別に定める日までに、助成対象とする部材（仕口等加工された状態をいう。）

の工事施工地への納材が完了する民間非住宅 

（３）県内において改修される既存住宅で、次に掲げる全てに該当するものとする。 

ア 建築主が居住するための既存住宅（集合住宅を含む。）の改修 

   イ 第４の（２）に定める部材に県産森林認証材を１㎥以上使用する既存住宅 

   ウ 建築主と請負契約を締結した住宅 

エ 別に定める日までに、助成対象とする部材（仕口等加工された状態をいう。）

の工事施行地への納材が完了する住宅 

 

第４ 助成対象となる木材の用途 

対象となる木材（県産森林認証材）の用途は、次の各号に定めるとおりとする（主

要構造部材として使用するＣＬＴ、構造用合板を含む。）。 

（１）新築： 主要構造部材（土台、大引、根太、柱、間柱、筋交、梁、桁、束、母屋、 

棟木、床、壁、屋根） 

（２）改修： 前号に定める主要構造部材、造作材等、物件と一体的に作られている家

具（建具は除く。）、下地材等の内外装材 

    

第５ 助成金額等 

   別表のとおりとし、助成金の交付戸数及び金額は予算の範囲内とする。 

 

第６ 助成金の申込 

 １ 助成金の交付を受けようとする者は、原則として第４に定める部材が工事施工地へ

納材される日の20日前までに、おかやまの木で家づくり支援事業申込書（以下「申込

書」という。）（様式第１－１～２号）により、関係書類を添付して、県木連に提出し

なければならない。 

 



２ 申込書には、次の各号に掲げる書類を添付する。 

 

 （１）建築主との工事請負契約書の写し（建売の場合を除く） 

 （２）建築物の平面図 

 （３）助成対象とする部材の使用箇所がわかる図面 

 

 ３ 県木連は、申込書の提出があったときは、速やかに内容を審査し、おかやまの木で

家づくり支援事業申込内容審査結果通知書（様式第２号）により、審査結果を当該申

込者に通知するものとする。 

 

 ４ 助成金の交付予定者決定を受けた申込書を変更する場合（県産森林認証材の使用量

の増減を除く）は、変更箇所を申込書に記載し、関係書類を添付して、県木連に提出

しなければならない。 

 

第７ 助成金の交付申請及び実績報告 

 １ 第６の３の規定により、助成金の交付予定者決定を受けた者は、第４に定める部材

の工事施工地への納材後に、速やかにおかやまの木で家づくり支援事業助成金交付申

請及び実績報告書（以下「交付申請及び実績報告書」という。）（様式第３号）によ

り、関係書類を添付して、県木連に提出しなければならない。 

 ２ 交付申請及び実績報告書には、次の各号に掲げる書類を添付する。 

 （１）助成対象部材使用証明書（様式第４号） 

 （２）助成対象部材納材証明書（様式第５号） 

 （３）購入者との売買契約書の写し（建売の場合） 

 ３ 県木連は、交付申請及び実績報告書の提出があったときは、証拠書類等を審査し、

現地調査を行う。現地調査を実施した場合は、検査調書（様式第６号）を備えるものと

するが、次のいずれかに該当する場合は、現地調査を省略することができる。 

   なお、申請者は現地調査に協力する。 

（１）申請者が県木連の登録する県産材サポーターもしくは一般社団法人全日本木材市

場連盟（以下「全市連」という。）の登録する木材アドバイザーを設置し、使用する

県産森林認証材の確認を行っていること。 

 （２）助成対象部材納材証明書（様式第５号）に記載された乾燥材製材業者等が県木連

の登録する県産材サポーターもしくは全市連の登録する木材アドバイザーを設置

し、使用する県産森林認証材の確認を行っていること。 

 

 

 ４ 県木連は、書類審査及び現地調査の結果、適当と認めた場合には、助成金の交付の

決定及び額の確定を行い、助成金交付決定及び額の確定通知書（様式第７号）を当

該申請者に通知するものとする。なお、不適当と認めた場合には、第６の３で規定

する助成金の交付予定者決定を取り消すものとする。 

 

 ５ 上記交付決定及び額の確定を受けた者（以下「交付決定者」という。）は、速やか

におかやまの木で家づくり支援事業助成金請求書（様式第８号）を県木連に提出しな

ければならない。 

 ６ 県木連は、上記請求書の提出があったときは、速やかに助成金を交付するものとす

る。 

 

 



 

第８ 助成金の交付決定の取消し及び返還 

   県木連は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付の決

定を取り消すとともに、既に交付した助成金の全部又は一部の返還を命ずることがで

きる。 

 （１）提出書類に事実と異なる内容を記載し、又は助成金の交付に関し不正な行為があ

ったとき 

 （２）助成金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき 

 

第９ 帳簿及び証拠種類の保管 

   交付決定者は、当該事業に係る収入及び支出について帳簿及び証拠書類又は証拠物

を事業完了後５年間整理保管しなければならない。 

   なお、助成金については交付決定者の有する他の経理と区分しなければならない。 

 

 

   附  則 

 この基準は、平成３１年度事業から適用する。 

 

   附  則 

 この基準は、令和２年度事業から適用する。 

 

   附  則 

 この基準は、令和２年１２月２５日から適用する。 

 

附  則 

 この基準は、令和４年度事業から適用する。 

 

附  則 

 この基準は、令和５年度事業から適用する。 

 

   附  則 

 この基準は、令和６年度事業から適用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
別表１（第２関係） 

 
同一敷地内で既存建築物に接して建築物を建て増しするときの考え方 

項目番号 既存建築物 
建て増しをする 

建築物 
区 分 事業内容 

① 第 2の 3(3) 住 宅 住 宅（別世帯） 住宅の新築 

県産森林認証材を
主要構造部材に 
４ ㎥ 以 上 使 用 ② 第 2の 3(4) 

非住宅 住 宅 住宅の新築 

非住宅 非住宅 非住宅の新築 

③ 第 2の 4(1) 住 宅 

住 宅（同一世帯） 

・ 
非住宅 

住宅の改修 

県産森林認証材を

主要構造部材等に
１ ㎥ 以 上 使 用 

 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

既存 
建て増しをする 

建築物 

（住 宅） 

新築 
住 宅 

住 宅 
（別世帯） 

① 

（住宅） 

改修 

住 宅 
（同一世帯） 

・ 
非住宅 

住宅 ③ 

（住 宅） 

新築 非住宅 住 宅 ② 

（非住宅） 

新築 
非住宅 非住宅 ② 



 

別表２（第５関係） 

 

おかやまの木で家づくり支援事業の助成金額等 

事業区分 事業内容 助成単価及び助成上限材積 

(1) 木造住宅の新築 
主要構造部材に県産森林

認証材を４㎥以上使用 

・対象とする部材１㎥当たり

30千円 

(県産森林認証材のＪＡＳ製

品の場合40千円)  

・助成上限材積 ８㎥/戸・件 

(2) 木造民間非住宅建築物の

新築 

(3) 既存住宅の改修 
主要構造部材等に県産森

林認証材を１㎥以上使用 

 

※１ (1)の助成対象は、居住部分に使用された木材とし、店舗や事務所等及び共同利用部

分は含まない。 

※２ (2)の助成対象は、店舗や事務所等及び共同利用部分に使用された木材。 

※３ (1)及び(2)において、同一敷地内にそれぞれ独立して新築する場合、各事業要件を

満たしていれば、それぞれ助成対象とすることができる。 

※４ １戸（件）の建築物の新築において、(1)及び(2)に該当する部分が混在する場合、

主要構造部材に使用する県産森林認証材の合計が４㎥以上であれば、(2)の助成対象と

することができる。 

※６ 一定量以上の県産森林認証材を使用し、助成条件を満たす住宅・民間非住宅建築物

において、助成対象となる木材の用途に県産乾燥材のマツ製品を使用する場合には、

納材までに県産森林認証材の調達ができないときに限り、当該マツ製品を助成対象と

できる。なお、助成対象部材の半数以上は県産森林認証材を使用するものとする。 

 

※５ 助成金額を算定する場合の全体使用材積及びＪＡＳ製品の使用材積は、小数点以下

を切り捨て、整数止めとする。 



様式第１－１号（新築） 
                                                          第        号 
                                                           年  月  日 
 
 一般社団法人岡山県木材組合連合会会長  殿 
 
                   申請者（施工業者）  会社住所 

会 社 名 
 
                                   代 表 者                           
 
                                      担当者職氏名 
                                       電話番号 
 

おかやまの木で家づくり支援事業申込書 
 
 おかやまの木で家づくり支援事業助成金の交付を受けたいので、おかやまの木で家づく
り支援事業実施基準第６の１の規定により、関係書類を添えて次のとおり申込します。 
 

記 
 

区 分           新築 

戸建（持家・建売） 

住宅専用／住宅・民間非住宅併用／民間非住宅専用 

民間非住宅部分の用途（   具体的に明示   ） 

工 事 施 工 地 住 所            

建 築 主           現住所  
氏 名  

工事施工地への納材時期     年  月  日頃 

助 成 対 象 部 材 
使 用 材 積 等 

使用材積 
① 全体         （ｍ３） 
 
② 県産森林認証材 

(ＪＡＳ製品)   （ｍ３）  
 
③ ②以外（①－②）    (ｍ３） 

助成材積 
④ 全体          （ｍ３） 
 
⑤ 県産森林認証材 

(ＪＡＳ製品)       （ｍ３）  
 
⑥ ⑤以外（④－⑤）     (ｍ３） 

森林所在地          市町村 
 
ＦＭ認証取得者       認証番号 

乾 燥 材 製 材 業 者 (製材業者登録番号 岡製第（   ）   号） 

乾燥材製材 
業者と異な 
る場合 

製材業者                    (製材業者登録番号 岡製第（   ）   号） 

納材業者  

県外の業者に 
よって加工さ 
れる場合 

加工業者  

納材業者  

県産材サポーターもしくは 
 木 材 ア ド バ イ ザ ー            

所属 
認定者名           認定番号 

※④は８㎥を上限とする。 

※助成対象部材使用材積について、④及び⑤は小数点以下を切り捨て、整数止めとする。 
 
添付書類 （１）建築主との工事請負契約書の写し（建売の場合を除く） 

 （２）建築物の平面図 
  （３）助成対象とする部材の使用箇所がわかる図面 



様式第１－２号（既存住宅の改修） 
 
                                                          第        号 
                                                           年  月  日 
 
 一般社団法人岡山県木材組合連合会会長  殿 
 
                   申請者（施工業者）  会社住所 

会 社 名 
 
                                   代 表 者                           
 
                                      担当者職氏名 
                                       電話番号 
 

おかやまの木で家づくり支援事業申込書 
 
 おかやまの木で家づくり支援事業助成金の交付を受けたいので、おかやまの木で家づく
り支援事業実施基準第６の１の規定により、関係書類を添えて次のとおり申込します。 
 

記 
 

区 分           改修 戸建・集合 

工 事 施 工 地 住 所           
 
 

建 築 主           
現住所  
氏 名  

工事施工地への納材時期     年  月  日頃 

助 成 対 象 部 材 
使 用 材 積 等 

使用材積 
① 全体         （ｍ３） 
 
② 県産森林認証材 

(ＪＡＳ製品)     （ｍ３） 
 
③ ②以外（①－②）  (ｍ３） 

助成材積 
④ 全体         (ｍ３) 
 
⑤ 県産森林認証材 

(ＪＡＳ製品)      (ｍ３) 
 
⑥ ⑤以外（④－⑤）    (ｍ３) 

森林所在地          市町村 
 
ＦＭ認証取得者       認証番号 

乾 燥 材 製 材 業 者 (製材業者登録番号 岡製第（   ）   号） 

乾燥材製材 
業者と異な 
る場合 

製材業者                    (製材業者登録番号 岡製第（   ）   号） 

納材業者  

県外の業者に 
よって加工さ 
れる場合 

加工業者  

納材業者  

県産材サポーターもしくは 
 木 材 ア ド バ イ ザ ー            

所属 
認定者名           認定番号 

※④は８㎥を上限とする。 
※助成対象部材使用材積について、④及び⑤は小数点以下を切り捨て、整数止めとする。 
 

 添付書類 （１）建築主との工事請負契約書の写し 
      （２）建築物の平面図 
      （３）助成対象となる部材の使用箇所がわかる写真 



様式第２号 

 

おかやまの木で家づくり支援事業申込内容審査結果通知書  
 

 

第          号 

                                                        年    月    日 

 

  会社名     

    代表者     殿 

 

 

一般社団法人岡山県木材組合連合会会長      

 

 

      年  月  日付けで提出のあったおかやまの木で家づくり支援事業申込書に

ついて、申込内容の審査結果を次のとおりお知らせします。 

なお、助成対象とする部材の工事施工地への納材後、速やかに、おかやまの木で家づく

り支援事業実施基準第７の１に規定する助成金交付申請及び実績報告書を提出してくださ

い。 

 

記 

 

１ 建築主    ○○氏 

 

２ 審 査 結 果       交付予定者に決定します（※注交付要件を満たしていません） 

          ※注：交付要件を満たしていない場合には、理由を併記する 

    

３ 交付予定額              円 

 

                  なお、今後の計画変更等により助成対象部材使用量が増加した場合で

も、助成金交付額は上記の交付予定額を限度とします。 

また、助成対象部材使用量が減少した場合は、補助金額が交付予定額

を下回ることがあります。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



様式第３号 

                                                          第        号 

                                                           年  月  日 

 

 

 一般社団法人岡山県木材組合連合会会長  殿 

 

 

                   申請者（施工業者）  会社住所 

 

会 社 名 

 

                                   代 表 者                           

 

                                      担当者職氏名 

                                       電話番号 

 

 

おかやまの木で家づくり支援事業助成金交付申請及び実績報告書 

 

     年  月  日付け、   第  号で交付予定者決定を受けたおかやまの木

で家づくり支援事業助成金について、事業が完了したので、おかやまの木で家づくり支援

事業実施基準第７の１の規定により、関係書類を添えて助成金の交付申請及び実績報告書

を提出します。 

 

記 

 

 １ 助成金の交付申請額 

                               円 

 

 ２ 添付書類 

 （１）助成対象部材使用証明書（様式第４号） 

 （２）助成対象部材納材証明書（様式第５号） 

 （３）入荷した県産森林認証材及びＪＡＳ製品の確認写真 

（４）助成対象とする部材の樹種・寸法・数量及び材積がわかる「木びろい表」等 

 （５）購入者との売買契約書の写し（建売の場合） 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



様式第４号 
 

助成対象部材使用証明書  
 
                                                          第        号 
                                                         年    月    日 
 
  一般社団法人岡山県木材組合連合会会長  殿 
 
 
                   申請者（施工業者）  会社住所 
 

会 社 名 
 
                                   代 表 者                           
 
 

県産材サポーターもしくは木材アドバイザー 
 

所  属 
 

         登録番号 
 

氏  名         
 
                                   工事施工地住所 
 
 
 
      年  月  日付け、   第  号で交付予定者決定を受けた住宅・民間非

住宅建築物に使用する助成対象部材の材積は、次のとおりであることを証明します。 

 

県産森林認証材の使用材積等 

使用材積 
①県産森林認証材（ＪＡＳ製品）     （ｍ３） 
 
②県産森林認証材（ＪＡＳ製品以外）       （ｍ３） 
 
③県産森林認証材以外（ＪＡＳ製品）   （ｍ３） 
 
④県産森林認証材以外（ＪＡＳ製品以外）   （ｍ３） 
 
森林所在地          市町村 
 

ＦＭ認証取得者       認証番号 

    (注）１ 使用材積は、様式第５号の助成対象部材納材材積（複数枚に亘るときは、総

計）が一致すること。 

２ 材積は少数点以下４位止めとすること。 

     

 

 

 

 

 

 



様式第５号 
 

助成対象部材納材証明書  
 
                                                         第        号 
                                                          年  月  日 
一般社団法人岡山県木材組合連合会会長  殿 

 
                   乾燥材製材業者         製材業者登録番号 岡製第（  ）  号 
                            ＣｏＣ認証番号 
                               住  所 
                                 会社名等 
                                 代表者名           

ＪＡＳ認定区分番号 
認定工場名 

                     《乾燥材製材業者と製材業者が異なる場合は記入》 
                     県産材製材業者        製材業者登録番号  岡製第（  ）  号 
                            ＣｏＣ認証番号 
                                 住  所 
                                 会社名等 
                                 代表者名             
                     《乾燥材製材業者と納材業者が異なる場合は記入》 
                         納 材 業 者 ＣｏＣ認証番号 

 住  所 
                                 会社名等 
                                 代表者名  

 《県外の業者によって加工される場合は記入》 
                     加 工 業 者 ＣｏＣ認証番号 

 住  所 
                                 会社名等 
                                 代表者名 

ＪＡＳ認定区分番号 
認定工場名 

納 材 業 者 ＣｏＣ認証番号 
住  所 

                                 会社名等 
                                 代表者名 
 
      年  月  日付け、   第  号で交付予定者決定を受けた住宅・民間非住宅建築
物に使用する助成対象部材は当社が次のとおり納材したことを証明します。 

用 途        樹種 
県産森林認証材納材材積（㎥） 県産森林認証材以外の納材材積（㎥）  

ＪＡＳ製品 ＪＡＳ製品以外 ＪＡＳ製品 ＪＡＳ製品以外 

土台・大引・根太 
     
     

柱・間柱・筋交 
     
     

梁・桁 
     
     

母屋・束・棟木・屋根 
     
     

床・壁 
     
     

      

     

合       計     

（注）１ 材積は、各用途の樹種毎の合計値を小数点以下４位止めとする。 
２ 納材した全ての助成対象部材について材積を記入し、複数業者により製材される場合は、製材業
者ごとに別葉とする。 

   ３ 添付資料 
① 第三者機関による森林管理認証（ＦＭ認証）の認証書の写し② 原木等の入荷に係る納品書・
伝票等の写し 
※ ＣｏＣ認証を取得している場合は、①，②の添付を省略することができる。 



様式第６号 
 

    年度おかやまの木で家づくり支援事業検査調書 

申込内容審査 
結果通知書 

番    号           第   号 

年 月 日        年  月  日 

事業主体 
(建築業者 ) 

住    所 
 
 

会 社 名 
 
 

代 表 者 名 
 
 

住宅・民間非住宅建築物所在地 
 
 

建 築 主         
住 所 

 
 

氏 名 
 
 

 

製材業者 

木材業者等       
登 録 番 号       岡 第（ ）  号 

住 所        

会 社 名 等        

代 表 者 名        

現 地 調 査 年 月 日                     年  月  日 

県産森林認証材使用材積 県産森林認証材以外の使用材積 

ＪＡＳ製品 ＪＡＳ製品以外 ＪＡＳ製品 ＪＡＳ製品以外 

㎥ ㎥ ㎥ ㎥ 

用途の名称 納材証明書材積① 測定材積② 判定結果(②/①≧80%で適合) 

  ｍ３ ｍ３ ％ 適合・不適合 

   ｍ３ ｍ３ ％ 適合・不適合 

       ｍ３ ｍ３ ％ 適合・不適合 

    ｍ３   ｍ３ ％ 適合・不適合 

     ｍ３ ｍ３ ％ 適合・不適合 

 
（判定）       適合  ・  不適合 
 
※３種類以上の用途を抽出し、抽出した用途の判定結果が全て80％以上であれば、「
適合」とする。 

上記のとおり現地調査を実施しました。 
      年  月  日          現地調査者 職氏名 
 
 



様式第７号 

                                                          第        号 

                                                           年  月  日 

 

 

  会社名     

    代表者     殿 

 

 

一般社団法人岡山県木材組合連合会会長      

 

 

おかやまの木で家づくり支援事業助成金交付決定及び額の確定通知書 

 

 

     年  月 日付け、   第  号で交付申請及び実績報告書の提出があった

おかやまの木で家づくり支援事業助成金については、次のとおり助成金の交付を決定し、

併せて助成金額を確定したので、通知します。 

 つきましては、おかやまの木で家づくり支援事業助成金請求書（様式第８号）を提出し

てください。 

 

記 

 

 １ 建築主                     〇〇氏 

 ２ 助成金の交付決定及び確定額             円 

 ３ 交付の条件 

（１）交付申請者は、おかやまの木で家づくり支援事業実施基準（平成31年３月22日

付け、林第845号）の定めるところに従わなければならない。 

（２）提出書類に事実と異なる内容を記載し、又は助成金の交付に関し不正な行為が

あったとき、又は助成金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したと

きは、交付を受けた助成金相当額を返還すること。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



様式第８号 

第        号  

年  月  日  

 

 

おかやまの木で家づくり支援事業助成金請求書 

 

 

 

 一般社団法人岡山県木材組合連合会 会長  殿 

 

                   申請者（施工業者）  会社住所 

 

会 社 名 

 

                                   代 表 者                          印 

 

 

     年  月  日付け、   第  号で助成金交付決定及び額の確定通知のあ

ったおかやまの木で家づくり支援事業助成金を次のとおり請求します。 

 

 

請求金額             円 

 

 

 

 

 なお、助成金は次の口座に振替願います。 

   

銀行     本店   普通預金 

                    支店      当座預金           口座番号 

 

      口座名義人 

 


